
２０３０赤穂市総合計画 
基本計画 

 

43 

第
１
章 

安
心 

序 

論 

資
料
編 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

 

 

 

 

 

指標 単位 

基準値 目標値 

2018年度 

(平成30年度) 

2025年度 

(令和7年度) 

2030年度 

(令和１２年度) 

福祉施設入所者の地域生活への移行 ★ 人 3 10 15 

福祉施設からの一般就労者数 ★ 人 10 12 13 

 

 

 

赤穂市障がい者福祉プラン 赤穂市障がい福祉計画 

赤穂市障がい児福祉計画 

 

 

 

 

 

項目 主要な取組 

１ 住み慣れた地域での生活支援 

◇多様化するニーズに対応する障害福祉サービスの充実 

◇障がいに関する相談体制と関係機関が連携した支援体制の充実 

◇障がいのある人の親亡き後の生活や医療的ケア児（者）に

対応できる支援体制の整備 

◇障がいのある人の地域生活を支援するネットワークの促進 

２ 生きがいのある生活と社会参加の推進 

◇手話通訳者の派遣や移動支援の利用等による社会参加への

促進 

◇スポーツや文化活動に参加する機会や情報の提供 

◇障がいのある人が能力に応じた就労ができる場の確保と

就労環境の整備 

◇赤穂市障害福祉サービス事業所「さくら園」の運営による就労支援 

３ 障がいを理解し共生する社会づくりの推進 

◇障がいに対する理解を深める啓発の推進 

◇福祉の担い手の育成への支援 

◇障がいのある人とのコミュニケーション（手話、点字等）の普及啓発 

４ 障がいのある子どもへの支援 

◇乳幼児健診等における適切な支援と相談体制の充実 

◇支援を必要とする子どもの早期発見と早期療育実施 

◇赤穂市児童発達支援事業「あしたば園」の運営による早期療育 

関連個別計画 

施策の展開 

目標指標 

２０３０赤穂市総合計画 
基本計画  
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手話講座 

安心  誰もが健やかに暮らせる安心と安全のまちづくり 

（1）誰もが安心して暮らせる地域社会の構築 

③障がいの有無に関わらず尊重しあえる共生社会を実現する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多様化する福祉ニーズに対応するため、障害福祉サービスをはじめとした生活支援サービス、

経済的支援など幅広く障がいのある人を支える体制の充実に取り組みます。 

障がいの有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向

け、障がいや障がいのある人に対する理解を深め、市民・団体・事業者等と連携し、住み慣れた地

域で安心して暮らすことができるまちづくりに取り組みます。 

 障がいのある子どもの特性に応じた適切な療育の実施のため、保健・医療・福祉・教育などの

関係機関と連携しながら、各種サービスや支援体制の充実を図り、子どもたちの健やかな成長に

つながるよう取り組みます。 

 

 

 

 

  

施策の方針 

◆障がいのある人が抱える生活課題や福祉ニーズが多様化しており、それぞれのライフステー

ジ※１等に対応した支援が必要です。 

◆障がいのある人や家族等の高齢化が進んでおり、緊急時や親亡き後の生活への対応を見据

えた体制整備が必要です。 

◆障がいのある人が社会の一員として尊厳を持った生活が送れるよう、さまざまな障がいに対

する理解促進が求められています。 

◆発達段階に応じた支援を行うため、障がいのある子どもの早期発見と早期療育が必要です。 

現状と課題 

※１ライフステージ…人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。家族については新婚期・育児期・教育期・
子独立期・老夫婦期などに分けられる。 




